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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持する送りねじ軸と、
　上記送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、
　上記送りねじ軸の高さ調整側の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して上
記送りねじ軸を回転させる駆動手段と、
　調整ねじの先端部が上記可動部の上記送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この
調整ねじの上下移動により上記可動部の高さを調整する調整手段とを備え、
　上記調整ねじによる上記送りねじ軸の調整範囲の中間位置と同じ高さに位置し、かつ、
上記調整ねじによる調整方向と垂直な直線上に位置するように、上記駆動手段により駆動
される歯車の軸中心を配置することを特徴とするディスク装置。
【請求項２】
　光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持する送りねじ軸と、
　上記送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、
　上記送りねじ軸の高さ調整側の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して上
記送りねじ軸を回転させる駆動手段と、
　調整ねじの先端部が上記可動部の上記送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この
調整ねじの上下移動により上記可動部の高さを調整する調整手段とを備え、
　上記可動部を高さ方向に移動自在に支持する一方、上記送りねじ軸の軸方向及び高さ方
向に垂直な方向の位置を規制する保持部をベースに固定することを特徴とするディスク装
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置。
【請求項３】
　光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持する送りねじ軸と、
　上記送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、
　上記送りねじ軸の高さ調整側の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して上
記送りねじ軸を回転させる駆動手段と、
　調整ねじの先端部が上記可動部の上記送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この
調整ねじの上下移動により上記可動部の高さを調整する調整手段とを備え、
　上記送りねじ軸の軸方向と平行な軸回りに上記可動部が回動するための回動軸を上記可
動部に設けて、保持部が当該回動軸を回動自在に支持することを特徴とするディスク装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ベースに対する送りねじ軸の角度調整を実施することが可能なディスク装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　送りねじ軸の端部のベースに対する取り付け高さを調整して、ベースに対する送りねじ
軸の角度調整を実施する場合、高さ調整を実施することにより、駆動手段から送りねじ軸
に伝達される駆動力が失われることがないようにするため、特開平１１－２８３２５３号
公報には、図１に示すように、駆動ユニット全体をベースに対して高さ調整するものが開
示されている（以下、第１の従来例と称する）。
　また、特開平１１－２２４４３８号公報には、図２に示すように、駆動伝達側の端部を
高さ調整せずにベースに固定し、他端のみを高さ調整するものが開示されている（以下、
第２の従来例と称する）。
　従来のディスク装置は以上のように構成されているので、駆動ユニット全体をベースに
対して高さ調整する場合（第１の従来例）、高さ調整を実施する調整可動部が大きくなり
、メカ全体の寸法が大きくなる課題があった。
　これに対して、第２の従来例では、高さ調整を実施する調整可動部を小さくすることが
できるが、駆動手段を高さ調整側と反対側に配置する必要があり、基本的には一端を固定
し、他端を高さ調整して角度調整を実施する。この場合、高さ調整に伴って発生する光ピ
ックアップとディスク間のフォーカス方向の高さズレを軽減するために、ディスク外周側
の端部を高さ調整するが、ディスク内周側に駆動手段を配置する必要があるため、ディス
クモータの近傍に駆動手段を配置するスペースが必要となる。特に１台の装置内に複数枚
のディスクをストックし、これらを順次交換しながらディスクの記録や再生を実施するデ
ィスクチェンジャー機構においては、再生部を装置内で可動するものが多く、ディスクモ
ータの近傍のメカ寸法が大きなものはメカの配置設計が困難になる。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－２８３２５３号公報
【特許文献２】
特開平１１－２２４４３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　また、第２の従来例では、高さ調整をどちらか一方の端部でしか実施できないので、ベ
ースに対する送りねじ軸の角度調整を実施できても、両端の高さ調整を実施できず、角度
調整と合わせてベースに対する送りねじ軸全体の高さ調整が必要な場合でも、これを実施
することができない課題もあった。
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　さらに、第２の従来例では、高さ調整側の軸受部材を１つの軸受ブロックで構成し、こ
れをベースに固定された軸受スライドブロックで高さ調整可能にガイドしているが、この
ガイドは両者の嵌め合いで構成されているため、部品公差のばらつきにより両者の隙間が
大きくなると、軸受ブロックが軸受スライドブロックに対して高さ調整方向以外にもガタ
つき、その位置決めが不安定になる課題もあった。
【０００５】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、メカ全体の大型化や設
計自由度の低下を招くことなく、ベースに対する送りねじ軸の角度調整や送りねじ軸全体
の高さ調整を実施することができるとともに、送りねじ軸を正確に位置決めすることがで
きるディスク装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係るディスク装置は、光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持
する送りねじ軸と、送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、送りねじ軸の高さ調整側
の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して送りねじ軸を回転させる駆動手段
と、調整ねじの先端部が可動部の送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この調整ね
じの上下移動により可動部の高さを調整する調整手段とを備え、調整ねじによる送りねじ
軸の調整範囲の中間位置と同じ高さに位置し、かつ、調整ねじによる調整方向と垂直な直
線上に位置するように、駆動手段により駆動される歯車の軸中心を配置したものである。
【０００７】
　この発明に係るディスク装置は、調整手段を構成する調整ねじによる送りねじ軸の調整
範囲の中間位置と同じ高さに位置し、かつ、上記調整ねじによる調整方向と垂直な直線上
に位置するように、駆動手段により駆動される歯車の軸中心を配置するようにしたもので
ある。
【０００８】
　この発明に係るディスク装置は、光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持
する送りねじ軸と、送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、送りねじ軸の高さ調整側
の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して送りねじ軸を回転させる駆動手段
と、調整ねじの先端部が可動部の送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この調整ね
じの上下移動により可動部の高さを調整する調整手段とを備え、可動部を高さ方向に移動
自在に支持する一方、送りねじ軸の軸方向及び高さ方向に垂直な方向の位置を規制する保
持部をベースに固定するようにしたものである。
【０００９】
この発明に係るディスク装置は、光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持す
る送りねじ軸と、送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、送りねじ軸の高さ調整側の
端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して送りねじ軸を回転させる駆動手段と
、調整ねじの先端部が可動部の送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この調整ねじ
の上下移動により可動部の高さを調整する調整手段とを備え、送りねじ軸の軸方向と平行
な軸回りに可動部が回動するための回動軸を可動部に設けて、保持部が当該回動軸を回動
自在に支持するようにしたものである。
【００１０】
【発明の効果】
　この発明に係るディスク装置は、光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持
する送りねじ軸と、送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、送りねじ軸の高さ調整側
の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して送りねじ軸を回転させる駆動手段
と、調整ねじの先端部が可動部の送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この調整ね
じの上下移動により可動部の高さを調整する調整手段とを備え、調整ねじによる送りねじ
軸の調整範囲の中間位置と同じ高さに位置し、かつ、調整ねじによる調整方向と垂直な直
線上に位置するように、駆動手段により駆動される歯車の軸中心を配置したものである。
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　このことによって、メカ全体の大型化や設計自由度の低下を招くことなく、ベースに対
する送りねじ軸の角度調整や送りねじ軸全体の高さ調整を実施することができるとともに
、送りねじ軸を正確に位置決めすることができるとともに、送りねじ軸を高さ調整する場
合の歯車間距離の変化を最小に抑えることができるため、その調整範囲内で歯車の係合が
常に保たれるようになり、その結果、駆動手段からの駆動力を確実に送りねじ軸へ伝達す
ることができる効果がある。
【００１１】
　この発明に係るディスク装置は、調整手段を構成する調整ねじによる送りねじ軸の調整
範囲の中間位置と同じ高さに位置し、かつ、上記調整ねじによる調整方向と垂直な直線上
に位置するように、駆動手段により駆動される歯車の軸中心を配置するようにしたもので
ある。
　このことによって、送りねじ軸を高さ調整する場合の歯車間距離の変化を最小に抑える
ことができるため、その調整範囲内で歯車の係合が常に保たれるようになり、その結果、
駆動手段からの駆動力を確実に送りねじ軸へ伝達することができる効果がある。
【００１２】
　この発明に係るディスク装置は、光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持
する送りねじ軸と、送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、送りねじ軸の高さ調整側
の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して送りねじ軸を回転させる駆動手段
と、調整ねじの先端部が可動部の送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この調整ね
じの上下移動により可動部の高さを調整する調整手段とを備え、可動部を高さ方向に移動
自在に支持する一方、送りねじ軸の軸方向及び高さ方向に垂直な方向の位置を規制する保
持部をベースに固定するようにしたものである。
　このことによって、メカ全体の大型化や設計自由度の低下を招くことなく、ベースに対
する送りねじ軸の角度調整や送りねじ軸全体の高さ調整を実施することができるとともに
、送りねじ軸を正確に位置決めすることができるとともに、送りねじ軸の位置決め精度を
高めることができる効果がある。
【００１３】
　この発明に係るディスク装置は、光ピックアップをディスクの径方向に移動自在に支持
する送りねじ軸と、送りねじ軸を回転自在に軸支する可動部と、送りねじ軸の高さ調整側
の端部に嵌合されている歯車と係合する歯車を駆動して送りねじ軸を回転させる駆動手段
と、調整ねじの先端部が可動部の送りねじ軸を軸支する箇所に当接しており、この調整ね
じの上下移動により可動部の高さを調整する調整手段とを備え、送りねじ軸の軸方向と平
行な軸回りに可動部が回動するための回動軸を可動部に設けて、保持部が当該回動軸を回
動自在に支持するようにしたものである。
　このことによって、メカ全体の大型化や設計自由度の低下を招くことなく、ベースに対
する送りねじ軸の角度調整や送りねじ軸全体の高さ調整を実施することができるとともに
、送りねじ軸を正確に位置決めすることができるとともに、調整手段の配置変更が容易に
なるため、メカ配置の設計上の自由度が高められる効果がある。
【００１４】
　以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形態に
ついて、添付の図面に従って説明する。
実施の形態１．
　図３はこの発明の実施の形態１によるディスク装置における送りねじ軸高さ調整機構を
含む光ヘッド駆動機構を裏面から見た全体斜視図、図４は図３の分解斜視図、図５は駆動
手段及び歯車を示す斜視図、図６は図５で示した駆動手段及び歯車のベースへの取り付け
を示す斜視図、図７は図６をＹ方向から見た側面図、図８は駆動手段から送りねじ軸に駆
動力を伝達する歯車の配置を示す斜視図、図９は送りねじ軸高さ調整機構を示す斜視図、
図１０は図９の分解斜視図である。なお、これらの各図に示されるＸ、Ｙ、Ｚの各軸の方
向は、各図間で共通するように設定している。
【００１５】
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　図３及び図４において、１０はベース、１１はかしめ等の方法によりベース１０に固定
された支持台１３ａ，１３ｂ，１３ｃを介して、止めねじ１２ａ，１２ｂ，１２ｃにより
ベース１０に固定されているディスクモータ、１２ａ，１２ｂ，１２ｃは止めねじ、１３
ａ，１３ｂ，１３ｃはベース１０に固定された支持台、２０はガイド軸、２１はガイド軸
２０と伴に、光ピックアップ３１をディスクの径方向に移動自在に支持する送りねじ軸、
２２は止めねじ２３によってベース１０に固定された軸受であり、送りねじ軸２１の端部
２１ｂを回動自在に軸支している。
【００１６】
　２３は止めねじ、２４は先端部２４ａが送りねじ軸２１の端部２１ｂと接し、送りねじ
軸２１に対してその軸方向の付勢を与える板ばね、２５はベース１０に固定され、可動部
２６を高さ方向に移動自在に支持する一方、送りねじ軸２１の軸方向及び高さ方向に垂直
な方向の位置を規制する保持部、２６は送りねじ軸２１を回転自在に軸支する可動部、２
７は保持部２５の穴部２５ａに配置され、可動部２６をＺ（＋）方向に付勢する弾性部材
、２８は送りねじ軸２１の端部２１ａに嵌合されている歯車、２９は止めねじ、３０はベ
ース１０に設けられたタップ部１０ａと螺合し、先端部３０ａが可動部２６と接する位置
に配設されている調整ねじであり、調整ねじ３０は可動部２６の高さを調整する調整手段
を構成している。
【００１７】
　３１は送りねじ軸２１が回転すると、ディスクの径方向に移動する光ピックアップ、３
２はナット部３２ａが送りねじ軸２１に設けられたリードスクリュー（図示せず）と係合
し、送りねじ軸２１が回転することにより光ピックアップ３１をディスクの径方向に移動
させる板ばね、３３は止めねじ３４，３５によって光ピックアップ３１に固定され、ガイ
ド軸２０に接しながらディスクの径方向に移動する与圧ばね、３４，３５は止めねじであ
る。
【００１８】
　図５において、４０は止めねじ４２ａ，４２ｂによってギアベース４１に固定され、歯
車を駆動して送りねじ軸２１を回転させるスレッドモータ（駆動手段）、４２ａ，４２ｂ
は止めねじ、４３はスレッドモータ４０のシャフト４０ａに固定されたウォーム歯車、４
４はギアベース４１に固定された支軸４７により軸支され、はす歯部４４ａがウォーム歯
車４３と係合し、平歯部４４ｂが歯車４５の大歯車部４５ａと係合する歯車、４５はギア
ベース４１に固定された支軸４６により軸支された歯車、４６，４７は支軸である。
【００１９】
　ここで、図９及び図１０に示す保持部２５は、止めねじ２９によってベース１０に固定
されている。可動部２６は、その穴部２６ａによって送りねじ軸２１の端部２１ａを回転
可能に軸支し、そのＺ方向の高さを規制している。
【００２０】
　可動部２６の突起２６ｂ，２６ｃは、保持部２５の切欠き２５ｂ，２５ｃと係合し、ま
た、可動部２６のＹ方向に突き出た突起２６ｄ，２６ｅ，２６ｆ，２６ｇ（図示せず）は
、保持部２５の切欠き２５ｄ，２５ｆと係合する寸法関係にあり、可動部２６は保持部２
５によってＺ方向に移動可能に支持されている。なお、保持部２５の切欠き２５ｄ，２５
ｆは、送りねじ軸２１の端部２１ａのＸ方向の位置を規制し、これを回転可能に軸支して
いる。
【００２１】
　一方、ギアベース４１で支持されるスレッドモータ４０や歯車は、図３及び図４に示す
ように、止めねじ４８によってベース１０に固定される。このとき歯車４５の軸中心は、
図８に示すように、送りねじ軸２１の高さ調整範囲の略中点に位置し、かつ、高さ調整方
向に垂直な直線上に位置している。これにより、小歯車４５ｂと歯車２８が係合し、スレ
ッドモータ４０からの駆動力が送りねじ軸２１に伝達される。
【００２２】
　次に動作について説明する。
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　保持部２５に対してＺ方向に昇降自在に支持されている送りねじ軸２１の端部２１ａの
Ｚ方向高さは、可動部２６のＺ方向の高さにより位置決めされる。
　調整ねじ３０を締付けることにより、可動部２６が弾性部材２７のＺ（＋）方向の付勢
力に抗しながらＺ（－）方向に移動する。一方、反対に調整ねじ３０を弛めると、弾性部
材２７の付勢力により可動部２６がＺ（＋）方向に移動する。
【００２３】
　これにより、送りねじ軸２１の端部２１ａのＺ方向の高さ調整が可能となる。この調整
と連動して、端部２１ａに固定された歯車２８もＺ方向に変位する。したがって、歯車２
８と小歯車４５ｂとの歯車間距離が変化するが、送りねじ軸２１の高さ調整範囲の略中点
に位置し、かつ、高さ調整方向に垂直な直線上に位置するように、小歯車４５ｂの中心軸
を配置することにより、この距離変化を最小限に抑えることが可能となる。高さ調整範囲
が歯車間距離に対して微小な場合は、その距離変化に対しても歯車の係合が保たれるので
、スレッドモータ４０や駆動力を伝達する歯車の高さを調整することなく、駆動力を伝達
することが可能となる。
【００２４】
　また、送りねじ軸２１の端部２１ａの位置決めは、Ｚ方向については、上述したように
可動部２６により規制される。一方、Ｘ方向の位置決めは、ベース１０に固定された保持
部２５に設けられた切欠き２５ｄ，２５ｆにより規制され、可動部２６のＺ方向の調整動
作に影響されることなく位置決めすることが可能である。
【００２５】
　以上で明らかなように、この実施の形態１によれば、送りねじ軸２１の高さ調整機構を
上記のように構成することにより、調整時に移動させる部品を少なくすることができ、メ
カ全体の寸法を小さくすることができる効果を奏する。
【００２６】
　また、スレッドモータ４０を高さ調整側と同一側に配置することが可能となるので、メ
カ配置の設計上の自由度が高められる効果も奏する。また、高さ調整を送りねじ軸２１の
両端で実施することも可能となり、角度調整と合わせてベース１０に対する送りねじ軸２
１の全体の高さ調整を実施することができる効果も奏する。
【００２７】
　さらに、可動部２６のＺ方向の調整動作に影響されることなく、送りねじ軸２１のＸ方
向の位置決めを行うことができるため、送りねじ軸２１のＸ方向の位置決め精度を高める
ことができる効果も奏する。
【００２８】
実施の形態２．
　図１１は送りねじ軸の高さ調整機構を示す部分斜視図、図１２は送りねじ軸の高さ調整
機構を示す分解斜視図、図１３は図１２をＹ方向から見た側面図である。図１～図１０と
同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
　図１２に示すように可動部２６は、送りねじ軸２１の軸方向と略平行に配置された回動
軸２６ｈを有し、この回動軸２６ｈは保持部２５に設けられた穴部２５ｈと係合する。保
持部２５は、可動部２６を回動軸２６ｈ回りに回動可能に支持する。２６ｉは可動部２６
に設けられた突起部であり、図１１に示すように調整ねじ３０の先端部３０ａと接する位
置に配設されている。
【００２９】
　次に動作について説明する。
　送りねじ軸２１の端部２１ａのＺ方向の高さは、保持部２５に対して回動軸２６ｈ回り
に回動自在に支持されている可動部２６のＺ方向の高さにより位置決めされる。
　調整ねじ３０を締付けることにより、可動部２６が弾性部材２７のＺ（＋）方向の付勢
力に抗しながらＺ（－）方向に回転移動する。一方、反対に調整ねじ３０を弛めると、弾
性部材２７の付勢力により可動部２６がＺ（＋）方向に回転移動する。
【００３０】
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　これにより、送りねじ軸２１の端部２１ａのＺ方向の高さ調整が可能となる。なお、こ
のときの調整ねじ３０の位置は、可動部２６が回動可能な範囲であれば、これと接する突
起部２６ｉの位置を変更することにより任意に配置することが可能である。
　また、送りねじ軸２１の端部２１ａの位置決めは、Ｚ方向については、上述したように
可動部２６により規制される。一方、Ｘ方向の位置決めは、ベース１０に固定された保持
部２５に設けられた切欠き２５ｆにより規制され、可動部２６のＺ方向の調整動作に影響
されることなく、位置決めすることが可能である。
【００３１】
　以上で明らかなように、この実施の形態２によれば、送りねじ軸２１の高さ調整機構を
上記のように構成することにより、上記実施の形態１の効果に加えて、調整ねじの３０の
配置変更が容易となるので、メカ配置の設計上の自由度が高められる効果を奏する。
【００３２】
【産業上の利用可能性】
　以上のように、この発明に係るディスク装置は、ベースに対する送りねじ軸の角度調整
を実施する機構を設置するに際して、メカ全体の大型化を防止する必要があるものに適し
ている。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】　従来のディスク装置を示す斜視図である。
【図２】　従来のディスク装置を示す斜視図である。
【図３】　この発明の実施の形態１によるディスク装置における送りねじ軸高さ調整機構
を含む光ヘッド駆動機構を裏面から見た全体斜視図である。
【図４】　図３の分解斜視図である。
【図５】　駆動手段及び歯車を示す斜視図である。
【図６】　図５で示した駆動手段及び歯車のベースへの取り付けを示す斜視図である。
【図７】　図６をＹ方向から見た側面図である。
【図８】　駆動手段から送りねじ軸に駆動力を伝達する歯車の配置を示す斜視図である。
【図９】　送りねじ軸高さ調整機構を示す斜視図である。
【図１０】　図９の分解斜視図である。
【図１１】　送りねじ軸の高さ調整機構を示す部分斜視図である。
【図１２】　送りねじ軸の高さ調整機構を示す分解斜視図である。
【図１３】　図１２をＹ方向から見た側面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　ベース、１０ａ　タップ部、１１　ディスクモータ、１２ａ，１２ｂ，１２ｃ　
止めねじ、１３ａ，１３ｂ，１３ｃ　支持台、２０　ガイド軸、２１　送りねじ軸、２１
ａ，２１ｂ　端部、２２　軸受、２３　止めねじ、２４　板ばね、２４ａ　先端部、２５
　保持部、２５ａ　穴部、２５ｂ，２５ｃ，２５ｄ，２５ｆ　切欠き、２６　可動部、２
６ａ　穴部、２６ｂ，２６ｃ　突起、２６ｄ，２６ｅ，２６ｆ，２６ｇ　突起、２７　弾
性部材、２８　歯車、２９　止めねじ、３０　調整ねじ、３０ａ　先端部、３１　光ピッ
クアップ、３２　板ばね、３２ａ　ナット部、３３　与圧ばね、３４，３５　止めねじ、
４０はスレッドモータ（駆動手段）、４０ａ　シャフト、４１　ギアベース、４２ａ，４
２ｂ　止めねじ、４３はウォーム歯車、４４は歯車、４４ａ　はす歯部、４３　ウォーム
歯車、４４ｂ　平歯部、４５　歯車、４５ａ　大歯車部、４５ｂ　小歯車、４６，４７　
支軸、４８　止めねじ。
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